
令 和 5 年 度 

国 会 省 庁 別 財 務 書 類 

〔留意事項〕 

・ 本財務書類は、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成しております。

・ 省庁別財務書類は、各省庁における財務情報の提供等を目的として一般会計を

各省庁単位で区分し、各省庁に資産や負債が帰属すると擬制するなどの一定の仮

定に基づいて作成するものであり、各省庁が会計的に独立しているものではない

点にご留意下さい。

・ 省庁別財務書類を充分理解して頂くため、「省庁別財務書類の作成基準」及び

各省庁の所掌する業務内容等も併せてご覧下さい。
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貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度
令和 5年    
     3月31日

令和 6年    
     3月31日

令和 5年    
     3月31日

令和 6年    
     3月31日

( ( ( (
) ) ) )

＜資産の部＞ ＜負債の部＞

現金・預金 未払金1 - 6,027 5,411

未収金 保管金等0 0 1 -

前払費用 賞与引当金2 2 5,977 6,155

有形固定資産 退職給付引当金1,227,549 1,245,455 42,908 42,729

国有財産（公共用
財産を除く）

1,226,336 1,244,284

土地 1,119,375 1,142,166

立木竹 1,426 1,323

建物 85,868 83,049

工作物 19,286 17,434

建設仮勘定 負 債 合 計380 310 54,914 54,296

物品 ＜資産・負債差額の部＞1,212 1,170

無形固定資産 資産・負債差額3,103 3,401 1,175,741 1,194,563

負 債 及 び 資 産 ・
負 債 差 額 合 計資 産 合 計 1,230,656 1,248,859 1,230,656 1,248,859
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業務費用計算書
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度
(自 令和 4年 4月 1日) (自 令和 5年 4月 1日)
(至 令和 5年 3月31日) (至 令和 6年 3月31日)

人件費 36,344 36,570

賞与引当金繰入額 5,977 6,155

退職給付引当金繰入額 3,204 2,313

議員歳費 13,188 14,199

議員活動費 15,507 15,796

議員秘書経費 20,680 20,361

分担金等 119 144

庁費等 28,464 28,766

その他の経費 1,422 1,579

減価償却費 7,073 6,950

貸倒引当金繰入額 0 0

支払利息 116 105

資産処分損益 282 182

本年度業務費用合計 132,381 133,127
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資産・負債差額増減計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 令和 4年 4月 1日) (自 令和 5年 4月 1日)
(至 令和 5年 3月31日) (至 令和 6年 3月31日)

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 1,187,424 1,175,741

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 132,381

Ⅲ　財源 128,015

△ 133,127 

129,256

　　主管の財源 2,088 2,098

　　配賦財源 125,926 127,157

Ⅳ　無償所管換等 1,803 0

Ⅴ　資産評価差額 △ 9,119 22,691

Ⅵ　本年度末資産・負債差額 1,175,741 1,194,563
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区分別収支計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 令和 4年 4月 1日) (自 令和 5年 4月 1日)
(至 令和 5年 3月31日) (至 令和 6年 3月31日)

Ⅰ　業務収支

１　財源

主管の収納済歳入額 2,108 2,105

配賦財源 125,926 127,157

財源合計 128,035 129,263

２　業務支出

(1)業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 42,215 △ 41,792

議員歳費 △ 14,599 △ 15,674

議員活動費 △ 15,507 △ 15,796

議員秘書経費 △ 22,362 △ 22,132

分担金等 △ 119 △ 144

庁費等の支出 △ 29,498 △ 30,049

その他の支出 △ 1,422 △ 1,579

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 125,724 △ 127,169

(2)施設整備支出

建物に係る支出 △ 110 △ 139

その他の支出 △ 1,477 △ 1,230

施設整備支出合計 △ 1,587 △ 1,370

業務支出合計 △ 127,312 △ 128,540

業務収支 722 723

Ⅱ　財務収支

ＰＦＩ債務の返済による支出 △ 606 △ 617

利息の支払額 △ 116 △ 105

財務収支 △ 722 △ 723

本年度収支 - -

翌年度歳入繰入 - -

その他歳計外現金・預金本年度末残高 1 -

本年度末現金・預金残高 1 -
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注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) 減価償却の方法等 

① 有形固定資産 

国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に基づ

く定率法（平成 19 年 4 月１日以後に新築した建物は定額法）によっている。 

物品（美術品を除く）については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に

基づく、残存価額を取得原価の 10％とした定額法によっている。なお、残存価額まで到達している物

品については、耐用年数を経過した翌会計年度から5年間で備忘価格1円まで均等償却を行っている。 

② 無形固定資産 

ソフトウェアについては、取得に要した費用を資産価額とし、利用可能期間（5 年）に基づく定額

法によっている。 

(2) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応部分（期

末手当及び勤勉手当の 6 月支給分の 4/6）を計上している。 

② 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4 に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60 ヶ月 

国家公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34 年 10 月前の恩給公務員期間に係る給付分）に係る

引当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。 

「国家公務員災害補償法」に基づく補償のうち、遺族補償年金に係る引当金については、「支給率×

平均給与（平均給与上昇率を考慮）×割引率」により算出し、遺族特別給付金（年金）に係る引当金

については、「遺族補償年金に係る引当金の額×特別支給率」により算出した額を計上している。 

(3) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

  ② 退職給付引当金の算定において用いる平均給与上昇率及び割引率について 

    ・平均給与上昇率 ： 2.3％ 

    （令和元年財政検証で用いられている長期的な賃金上昇率から算出） 

    ・割  引  率 ： 3.9％ 

    （令和元年財政検証で用いられている長期的な運用利回りから算出） 

 

２ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 489 百万円 

(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 47,620 百万円 

 

３ 追加情報 

(1) 合算する特別会計 
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合算すべき特別会計がないため、一般会計省庁別財務書類が省庁別財務書類となっている。 

(2) 出納整理期間 

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

年度末の計数としている。 

(3) 表示科目の説明 

① 貸借対照表 

ア 資産の部 

・「現金・預金」には、前会計年度において、日本銀行預金を計上している。 

・「未収金」には、返納金債権及び利得償還金債権を計上している。 

・「前払費用」には、自賠責保険料について次期以降に係る保険料部分を計上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、建設仮勘定を除き、国有財産台帳価格を計上している。 

・「土地」には、主に国会議事堂に係る用地を計上している。 

・「立木竹」には、主に国会議事堂本館用地に係る立木竹を計上している。 

・「建物」には、主に議員会館を計上している。 

・「工作物」には、主に通信装置及び冷暖房装置を計上している。 

・「建設仮勘定」には、将来的に国の資産となるべき事業について、年度末時点における既支払額を

計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50 万円以上の物品（美術品については 300 万円以上）に

ついて、美術品を除く物品は取得価格（見積価格）から減価償却費相当額を控除した後の価額、

美術品は取得価格（見積価格）で計上している。 

・「無形固定資産」には、電話加入権については取得価格、ソフトウェアについては取得に要した費

用又は国有財産台帳価格から減価償却費相当額を控除した後の価額、ソフトウェア仮勘定につい

ては年度末時点で制作中のシステムに係る設計・開発費を計上している。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、児童手当、公務災害補償費及びＰＦＩ事業に係る未払額を計上している。 

・「保管金等」には、前会計年度において、年度末における歳入歳出外現金出納官吏が取り扱う契約

保証金を計上している。 

・「賞与引当金」には、6 月支給の期末手当・勤勉手当に係る本会計年度分を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当のほか、遺族補償年金及び整理資源に係る引当金を計上してい

る。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員に係るもの及び国家公

務員共済組合負担金、基礎年金等国家公務員共済組合負担金、育児休業手当金国家公務員共済組合

負担金の支出済歳出額について、引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上している。 

・「賞与引当金繰入額」には、6 月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当該年度に帰属す

る部分を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。 

・「議員歳費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち議員に係るものの支出済

歳出額について、引当金の発生主義による調整を行ったものを計上している。 

・「議員活動費」には、議員旅費、議員調査研究広報滞在費、議会雑費、立法事務費等の議員活動に繋

がる経費の支出済歳出額を計上している。 

・「議員秘書経費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち議員秘書に係るもの

及び議員秘書保険料等経費の支出済歳出額について、引当金の発生主義による調整を行ったものを

計上している。 

・「分担金等」には、列国議会同盟分担金、AIPA オブザーバー参加者への義務的年間拠出金及び国際
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図書館連盟等拠出金の支出済歳出額を計上している。 

・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目

で計上されていないものであって資産計上されていないものを計上している。 

・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの並びに国有資

産所在市町村交付金の支出済歳出額を計上している。 

・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。 

・「貸倒引当金繰入額」には、当該年度の不納欠損額を計上している。 

・「支払利息」には、ＰＦＩ事業に係る支払額のうち利息相当額部分を計上している。 

・「資産処分損益」には、固定資産の売却、除却に伴い生じた損益を計上している。 

③ 資産・負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「主管の財源」には、主管の徴収決定済額から資産・負債差額の増減を生じさせないものを控除した

額を計上している。 

・「配賦財源」には、主管の支出済歳出額と収納済歳入額との差額を計上している。 

・「無償所管換等」には、国有財産の無償所管換、誤謬訂正した金額を計上している。 

・「資産評価差額」には、国有財産の台帳価格の改定に伴う評価差額を計上している。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 

・「主管の収納済歳入額」には、主管の収納済歳入額を計上している。 

・「配賦財源」には、主管の支出済歳出額と収納済歳入額との差額を計上している。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員に係るもの及び国家

公務員共済組合負担金、基礎年金等国家公務員共済組合負担金、育児休業手当金国家公務員共済

組合負担金の支出済歳出額を計上している。 

・「議員歳費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち議員に係るものの支出

済歳出額を計上している。 

・「議員活動費」には、議員旅費、議員調査研究広報滞在費、議会雑費、立法事務費等の議員活動に

繋がる経費の支出済歳出額を計上している。 

・「議員秘書経費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち議員秘書に係るも

の及び議員秘書保険料等経費の支出済歳出額を計上している。 

・「分担金等」には、列国議会同盟分担金、AIPA オブザーバー参加者への義務的年間拠出金及び国

際図書館連盟等拠出金の支出済歳出額を計上している。 

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当の支出のうち、施

設整備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに国有

資産所在市町村交付金の支出済歳出額を計上している。 

・「建物に係る支出」には、庁舎等の建物の取得に係る支出を計上している。 

・「その他の支出」には、建物に係る支出以外の施設整備に繋がる支出を計上している。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

イ 財務収支 

・「ＰＦＩ債務の返済による支出」には、ＰＦＩ事業に係る支出を計上している。 

・「利息の支払額」には、ＰＦＩ事業に関して発生した利息の支払額を計上している。 

   ウ 本年度収支以下の区分 

・「その他歳計外現金・預金本年度末残高」には、前会計年度において、契約保証金を計上している。 
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・「その他歳計外現金・預金本年度末残高」には、前会計年度において、契約保証金を計上している。 

・「本年度末現金・預金残高」には、前会計年度において、「その他歳計外現金・預金本年度末残高」

を計上している。計上額は、貸借対照表の「現金・預金」と一致する。 

(4) その他国会の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。

② 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。

③ 国立国会図書館資料の数量情報（国立国会図書館資料所蔵統計）

国立国会図書館資料の数量情報は、下のとおりである。
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附属明細書 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 資産項目の明細

① 未収金の明細

② 固定資産の明細

(2) 負債項目の明細

① 未払金の明細

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

返納金債権 個人 0

利得償還金債権 民間企業 0

合計 0

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
本年度

減価償却額

評価差額
(本年度発生

分)
本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産を除く） 1,226,336 1,505 427 5,821 22,691 1,244,284

行政財産 1,226,336 1,505 427 5,821 22,691 1,244,284

土地 1,119,375 - - - 22,791 1,142,166

立木竹 1,426 1 4 - △ 99 1,323

建物 85,868 141 36 2,923 - 83,049

工作物 19,286 1,052 7 2,897 - 17,434

建設仮勘定 380 310 380 - - 310

物品 1,212 345 144 243 - 1,170

物品（美術品を除く） 1,035 342 144 243 - 990

美術品 177 3 - - - 180

小計 1,227,549 1,851 572 6,065 22,691 1,245,455

（無形固定資産）

ソフトウェア 2,771 1,313 - 885 - 3,200

ソフトウェア仮勘定 179 49 179 - - 49

電話加入権 151 - - - - 151

小計 3,103 1,363 179 885 - 3,401

合計 1,230,652 3,214 752 6,950 22,691 1,248,856

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

児童手当 職員 23

公務災害補償費 災害補償年金受給者 3

ＰＦＩ事業 民間企業 5,384

合計 5,411
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② 退職給付引当金の明細

２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 組織別の業務費用の明細

(2) 分担金等の明細

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 39,071 1,978 2,250 39,343

整理資源に係る引当金 3,718 507 57 3,268

国家公務員災害補償年金
に係る引当金

117 6 5 116

合計 42,908 2,492 2,313 42,729

（単位：百万円）

衆議院 参議院
国立

国会図書館
裁判官

訴追委員会
裁判官

弾劾裁判所
合計

人件費 16,046 11,892 8,437 102 91 36,570

賞与引当金繰入額 3,396 2,064 674 10 9 6,155

退職給付引当金繰入額 1,290 533 489 - - 2,313

議員歳費 9,249 4,950 - - - 14,199

議員活動費 10,269 5,527 - - - 15,796

議員秘書経費 13,288 7,072 - - - 20,361

分担金等 134 1 9 - - 144

庁費等 8,265 6,613 13,878 4 5 28,766

その他の経費 649 552 377 0 0 1,579

減価償却費 3,126 1,683 2,140 - 0 6,950

貸倒引当金繰入額 - 0 - - - 0

支払利息 105 - - - - 105

資産処分損益 147 △ 1 39 - - 184

本年度業務費用合計 65,968 40,888 26,046 118 107 133,128

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜分担金＞

列国議会同盟分担金 列国議会同盟 134 列国議会同盟に対する令和5年度分担金

＜拠出金＞

AIPAオブザーバー参加者
への義務的年間拠出金

AIPA　SECRETARIAT 1
AIPA（ASEAN議員会議）に対する令和5年度拠出
金

国際図書館連盟拠出金 国際図書館連盟事務局 0 国際図書館連盟に対する令和5年度拠出金

ISSN国際センター拠出金
国際逐次刊行物登録セ
ンター

7
ISSN（国際標準逐次刊行物番号）国際センター
に対する令和5年度拠出金

国際インターネット保存
コンソーシアム拠出金

COUNCIL ON LIBRARY &
INFORMATION RESOURCES

1
IIPC（国際インターネット保存コンソーシア
ム）に対する令和5年度拠出金

合計 144
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３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の財源の明細 

 

 

(2) 無償所管換等の明細 

 

 

(3) 資産評価差額の明細 

 

  

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産利用収入 2,046

国有財産貸付収入 民間企業等 2,046

国有財産使用収入 民間企業等 0

諸収入 51

弁償及返納金 民間企業等 39

雑入 職員等 12

合計 2,098

（単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

地方公共団体 0 立木竹 寄附

小計 0

0 工作物 誤謬訂正

小計 0

0合計

財産の無償所管換等
（受）

誤謬訂正（増）

（単位：百万円）

区分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

有形固定資産

国有財産（公共用財産を除く） - 22,691 22,691

行政財産 - 22,691 22,691

土地 - 22,791 22,791 国有財産台帳の価格改定

立木竹 - △ 99 △ 99 国有財産台帳の価格改定

合計 - 22,691 22,691
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４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の収納済歳入額の明細 

 

 

(2) その他歳計外現金･預金の増減の明細 

  

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産利用収入 2,046

国有財産貸付収入 民間企業等 2,046

国有財産使用収入 民間企業等 0

諸収入 58

弁償及返納金 民間企業等 38

物品売払収入 民間企業 7

雑入 職員等 12

合計 2,105

（単位：百万円）

内容 金額

前年度末残高 1

本年度受入 -

本年度払出 1

本年度末残高 -

- 12 -



参考情報 

１ 国会の所掌する業務の概要 

国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成され、両議院とも全国民を代表する選挙された議員で組織さ

れている。衆議院議員の定数は 465 人、参議院議員の定数は 248 人である。(令和 5 年度末現在) 

各議員は「国会法」の定めにより、その職務の遂行を補佐する秘書 2 人を、またこのほかに主として議

員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書 1 人を付することができることとなっている。 

各議院には、議院の活動を直接補佐し事務を処理するために事務局が設置されており、また、議員の立

法活動を補佐するために法制局が置かれている。このほか、議員の研究調査を助けるために、国立国会図

書館が設置されている。 

事務局の所掌事務を大きく区分すれば、 

本会議、委員会等の運営面から会議体を補佐する会議運営に関する事務 

政策立案を支援するための調査事務 

議員の海外派遣及び国際会議に関する事務 

議員、秘書及び職員に関する事務や会計に関する事務等の一般事務 

議会政治の歴史資料等に関する事務 

会議の速記を行う事務 

議院警察に関する事務 

等である。 

法制局の所掌事務の主なものは、 

議員発議の法律案の起草 

法律案に対する修正案の起草 

議員等からの法律問題の照会に対する調査回答 

等である。 

国立国会図書館は「国会法」第 130 条及び「国立国会図書館法」に基づき、納本制度等により図書その

他の資料を収集し、議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、さらに一般国民

に対して図書館サービスを提供しており、国の中央図書館としての役目も果たしている。 

さらに国会には、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するための裁判官弾劾裁判所と、裁判官の罷免の訴

追を行う機関として裁判官訴追委員会が設置されており、訴追委員会は、両議院において、それぞれの議

員の中から選挙された各 10 人の訴追委員及び各 5 人の予備員によって、弾劾裁判所は、両議院において、

それぞれの議員の中から選挙された各 7 人の裁判員及び各 4 人の予備員によって構成されている。 
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２ 国会の組織及び定員 

(1) 衆議院 

 

 

 

 

 

事
務
局

法
制

局

(
1
,
6
2
3

人
)

(
8
8

人
)

事
務

総
長

法
制

局
長

調
査

局

(
3
1
2

人
)

事
務

次
長

調
査

局
長

法
制

次
長

総
括

調
整

監

秘
書

課
議

事
部

委
員

部
警

務
部

管
理

部
憲

政
記

念
館

情
報

監
視

審
査

会
事

　
　

務

専
門

員
(
調

査
室

長
)

 
(
常

任
委

員
会

)
法

制
企

画
調

 
整

 
部

第
一

部
第

二
部

第
三

部
第

四
部

第
五

部
法

案
審

査
部

法
制

主
幹

調
査

室
長

 
(
特

別
委

員
会

)

首
席

調
査

員
 
企

画
調

整
監

次
席

調
査

員

議
長

公
邸

議
　

事
　

課
総

　
務

　
課

警
　

務
　

課
管

　
理

　
課

資
料

管
理

課
総

　
務

　
課

総
　

務
　

課
内

閣
調

査
室

総
　

務
　

課
企

画
調

整
課

第
　

一
　

課
第

　
一

　
課

第
　

一
　

課
第

　
一

　
課

第
　

一
　

課
審

査
第

一
課

副
議

長
公

邸
議

　
案

　
課

議
院

運
営

課
会

議
録

ﾃ
ﾞ
ｰﾀ

管
理

室
警

　
備

　
課

議
員

会
館

課
議

員
外

交
支

援
室

調
査

部
門

総
務

調
査

室
調

査
情

報
課

基
本

法
制

課
第

　
二

　
課

第
　

二
　

課
第

　
二

　
課

第
　

二
　

課
第

　
二

　
課

審
査

第
二

課

請
　

願
　

課
第

　
一

　
課

調
　

整
　

課
自

動
車

課
法

務
調

査
室

総
　

務
　

課

資
　

料
　

課
第

　
二

　
課

防
　

災
　

課
印

　
刷

　
課

外
務

調
査

室
調

　
査

　
課

第
　

三
　

課
企

画
室

厚
　

生
　

課
財

務
金

融
調

査
室

第
　

四
　

課
業

　
務

　
課

文
部

科
学

調
査

室

第
　

五
　

課
厚

生
労

働
調

査
室

第
　

六
　

課
Ｐ

Ｆ
Ｉ

推
進

室
農

林
水

産
調

査
室

第
　

七
　

課
経

済
産

業
調

査
室

調
　

査
　

課
国

土
交

通
調

査
室

環
境

調
査

室

安
全

保
障

調
査

室

国
家

基
本

政
策

調
査

室

予
算

調
査

室

決
算

行
政

監
視

調
査

室

第
一

特
別

調
査

室

第
二

特
別

調
査

室

第
三

特
別

調
査

室

第
　

四
　

課

会
　

計
　

課

営
　

繕
　

課

電
気

施
設

課

情
報

基
盤

整
 
備

 
室

文
　

書
　

課

第
　

二
　

課
広

　
報

　
課

渉
　

外
　

課

第
　

三
　

課
人

　
事

　
課

国
際

会
議

課

第
　

一
　

課
議

　
員

　
課

総
　

務
　

課

衆
 議

 院
 組

 織
 図

 
令
和
5年

度
末
予
算
定
員

衆
　
議
　
院

議
員

　
4
6
5
人

記
録

部
庶

務
部

国
際

部
憲

法
審

査
会

事
　

務
　

局

部
長

館
長

副
部

長
副

部
長

副
部

長
副

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

副
部

長
副

部
長

部
長

事
務
局
長

事
務
局
次
長

副
部

長

副
部

長

事
務

局
長

部
長

- 14 -



(2) 参議院 
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(3) 国立国会図書館 

 

 

国立国会図書館組織図 令和5年度末予算定員

総 務 課

企 画 課

人 事 課

厚 生 室

会 計 課

121 管 理 課

 国立国会図書館 支 部 図 書 館 ・ 協 力 課

894

館 長 1 総  合  調  査  室 調 査 企 画 課

副 館 長 1 連 携 協 力 室

国 会 レ フ ァ レ ン ス 課

199 議会官庁資料調査室 議 会 官 庁 資 料 課

憲 法 調査室 憲 法 課

政 治 議 会 調査室 政 治 議 会 課

行 政 法 務 調査室 行 政 法 務 課

外 交 防 衛 調査室 外 交 防 衛 課

財 政 金 融 調査室 財 政 金 融 課

経 済 産 業 調査室 経 済 産 業 課

農 林 環 境 調査室 農 林 環 境 課

国 土 交 通 調査室 国 土 交 通 課

文教科学技術調査室 文 教 科 学 技 術 課

科 学 技 術 室

社 会 労 働 調査室 社 会 労 働 課

海外立法情報調査室 海 外 立 法 情 報 課

国 会 分 館

収 集 ･ 書 誌 調 整 課

164 国 内 資 料 課

逐 次 刊 行 物 ・ 特 別 資 料 課

外 国 資 料 課

資 料 保 存 課

サ ー ビ ス 企 画 課

175 サ ー ビ ス 運 営 課

図 書 館 資 料 整 備 課

図 書 整 備 室

複 写 課

人 文 課

科 学 技 術 ・ 経 済 課

政 治 史 料 課

音 楽 映 像 資 料 課

電 子 情 報 企 画 課

73 資 料 デ ジ タ ル 化 推 進 室

次世代システム開発研究室

電 子 情 報 流 通 課

電 子 情 報 サ ー ビ ス 課

シ ス テ ム 基 盤 課

関 西 館 総 務 課

122 文 献 提 供 課

ア ジ ア 情 報 課

収 集 整 理 課

図 書 館 協 力 課

電 子 図 書 館 課

企 画 協 力 課

38 資 料 情 報 課

児 童 サ ー ビ ス 課

関 西 館

国際子ども図書館

調査及び立法考査局

利用者サービス部

収 集 書 誌 部

電 子 情 報 部

総 務 部

行政及び司法各部門支部図書館（27館）

関 西 館

国際子ども図書館

調査及び立法考査局

利用者サービス部

収 集 書 誌 部

電 子 情 報 部

総 務 部

行政及び司法各部門支部図書館（27館）
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(4) 裁判官訴追委員会     

 

 

 

 

 

 

(5) 裁判官弾劾裁判所 

 

 

 

 

 

 

　　　裁判官訴追委員会の組織及び定員

（令和5年度末予算定員）

訴追委員　20人
予備員　　10人

裁判官訴追委員会
事 務 局 事務局長

11人

総務・事案課

調 査 員

事務局次長

裁判官弾劾裁判所組織図

(令和５年度末予算定員）

裁判員　　 14人 裁判官弾劾裁判所
予備員       8人 事 務 局

(11)

総 務 課

事務局長

訟 務 課
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３ 令和 5 年度一般会計の歳入歳出決算の概要 

  

（単位：百万円）

歳入 歳出

部・款・項 収納済歳入額 組織・項 支出済歳出額

雑収入 2,105 (組織) 衆議院 64,936

国有財産利用収入 2,046 (項) 衆議院 62,634

国有財産貸付収入 2,046 (項) 衆議院施設費 2,301

国有財産使用収入 0 (組織) 参議院 39,623

諸収入 58 (項) 参議院 38,468

弁償及返納金 38 (項) 参議院施設費 1,154

物品売払収入 7 (組織) 国立国会図書館 24,478

雑入 12 (項) 国立国会図書館 23,479

(項) 国立国会図書館施設費 999

(組織) 裁判官訴追委員会 117

(項) 裁判官訴追委員会 117

(組織) 裁判官弾劾裁判所 106

(項) 裁判官弾劾裁判所 106

合計 2,105 所管合計 129,263

翌年度繰越額 6,223

不用額 3,949
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４ 公債関連情報 

一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務省

に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省庁の

負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示している。

仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。）

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。

・会計年度末の公債残高  10,259,161 億円 

・当該年度に発行した公債額 349,979 億円 

・当該年度の利払費    61,816 億円 

② 財務省において計上されている①の計数を公債発行対象経費及び歳出決算額を基礎として各省庁に

配分を行った場合、国会に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち国会配分額        24,939 億円 

・当該年度に発行した公債額のうち国会配分額   708 億円 

・当該年度の利払費のうち国会配分額   150 億円 

- 19 -


	0201_00 【公債関連情報追記】【再修正】令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページあり）_1113
	0201_00 【再修正】令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページあり）_1113
	0201_00 【修正(着色版)】令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページあり）_1112
	0201_00 令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページなし）
	0201_01 表紙
	令和5年度
	国会　省庁別財務書類
	〔留意事項〕
	・　本財務書類は、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成しております。
	・　省庁別財務書類は、各省庁における財務情報の提供等を目的として一般会計を各省庁単位で区分し、各省庁に資産や負債が帰属すると擬制するなどの一定の仮定に基づいて作成するものであり、各省庁が会計的に独立しているものではない点にご留意下さい。
	・　省庁別財務書類を充分理解して頂くため、「省庁別財務書類の作成基準」及び各省庁の所掌する業務内容等も併せてご覧下さい。

	目次
	0201_02貸借対照表（百万円単位）

	【修正(着色版)】0201_03業務費用計算書（百万円単位）_1111
	【修正(着色版)】0201_04資産・負債差額増減計算書（百万円単位）_1111
	0201_00 令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページなし）
	0201_05区分別収支計算書（百万円単位）

	【修正版(見え消し)】0201_06 注記_1111


	0201_06 【再修正】注記_1113_マージ版作成用
	0201_00 【再修正】令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページあり）_1113
	0201_00 【修正(着色版)】令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページあり）_1112
	【修正版(見え消し)】0201_06 注記_1111
	(1)　資産項目の明細
	(2)　分担金等の明細



	0201_06 【再修正】注記_1113_マージ版作成用
	0201_00 【再修正】令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページあり）_1113
	0201_00 【修正(着色版)】令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページあり）_1112
	【修正版(見え消し)】0201_06 注記_1111
	(1)　財源の明細
	①　主管の収納済歳入額の明細
	(2)　その他歳計外現金･預金の増減の明細


	0201_00 令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページあり）
	0201_00 【修正(着色版)】令和5年度省庁別財務書類（国会）_統合版（ページあり）_1112


	0201_06 【公債関連情報追記】注記



